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要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
の
地
域
経
済
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
地
域
に
お
け
る
総
合
的
な
経
済
力
の
向
上
を
通
じ
た
地
域
経
済

の
活
性
化
を
引
き
続
き
図
る
た
め
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
の
業
務
の
期
限
を
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
再
生
支
援
決
定
等
の
期
限
の
延
長

再
生
支
援
決
定
、
特
定
支
援
決
定
、
特
定
組
合
出
資
決
定
及
び
特
定
経
営
管
理
決
定
の
期
限
（
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十

一
日
）
を
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
に
延
長
す
る
。

二
、
業
務
の
完
了
期
限
の
延
長

一
の
決
定
に
係
る
業
務
及
び
特
定
専
門
家
派
遣
決
定
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
、
完
了
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

期
限
（
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
）
を
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
延
長
す
る
。

三
、
そ
の
他



二

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
理
す
る
。

四
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援

機
構
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


